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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】単一のドラム上にさらに多くのビットアセンブ
リを使用するには、ビットアセンブリが互いにはるかに
近い位置でドラム上に取り付けられるので、あるビット
ホルダーブロックの下端と、それに隣接するビットホル
ダーブロックの先端との間のスペースを最小とするビッ
トホルダーを提供する。
【解決手段】本体部分、本体部分の底部から軸方向に垂
下するほぼ円筒形の中空のシャンク、および、シャンク
の径方向外向きにテーパをつけられた、シャンクの外面
、を有するビットホルダー２２と、ベース取付部、ベー
ス面と反対側の装置受け部、およびベースブロックボア
であって、ビットホルダーのシャンクを受けるようにな
っているベースブロックボアを組み合わせ、ビットホル
ダーシャンクとベースブロックボアとの間の保持力を増
大させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体軸方向長さを有する本体部分と、
　前記本体軸方向長さよりも長いシャンク長さを有するシャンクであって、前記本体部分
の底部から軸方向に垂下するほぼ円筒形の中空のシャンクと、
　前記シャンクの遠位端に隣接し、前記遠位端に向かって延びるにつれて径方向外向きに
テーパをつけられた前記シャンクの第１の部分の外面と、
　を備えるビットホルダー。
【請求項２】
　前記シャンクの側壁を通るスロットであって、前記シャンクの前記遠位端から延びるス
ロットをさらに備える、
　請求項１に記載のビットホルダー。
【請求項３】
　前記シャンクの前端に隣接して配置された前記スロットの上部終端部をさらに備える、
　請求項２に記載のビットホルダー。
【請求項４】
　前記シャンクの側壁を通るスロットであって、前記シャンクの前記遠位端に隣接する後
部位置から、前記シャンクの前端に隣接する前部位置まで延びるスロットをさらに備える
、
　請求項１に記載のビットホルダー。
【請求項５】
　前記本体部分の前端から前記シャンクの前記遠位端まで軸方向に延びるボアをさらに備
える、
　請求項１に記載のビットホルダー。
【請求項６】
　標準長さ、および、前記標準長さより短い短縮長さの一方を含む、前記シャンクの長さ
をさらに備える、
　請求項１に記載のビットホルダー。
【請求項７】
　前記標準長さは公称２　３／４インチであり、前記短縮長さは公称１　３／４インチで
ある、
　請求項６に記載のビットホルダー。
【請求項８】
　前記シャンクの前記遠位端に向かって延びるにつれて径方向外向きであるテーパを有す
る、前記ボアの一部分をさらに備える、
　請求項５に記載のビットホルダー。
【請求項９】
　前記第１の部分に隣接し、前記第１の部分に向かって延びるにつれて径方向内向きであ
るテーパを有する、前記シャンクの第２の部分をさらに備える、
　請求項１に記載のビットホルダー。
【請求項１０】
　　本体軸方向長さを有する本体部分、
　　前記本体軸方向長さよりも長いシャンク長さを有するシャンクであって、前記本体部
分の底部から軸方向に垂下するほぼ円筒形の中空のシャンク、および
　　前記シャンクの遠位端に隣接し、前記遠位端に向かって延びるにつれて径方向外向き
にテーパをつけられた、前記シャンクの第１の部分の外面、
　を有するビットホルダーと、
　　ベース面を有するベース取付部、
　　前記ベース面と反対側の前記ベース取付部から一体的に延びる装置受け部、および
　　前記装置受け部を通って延びるベースブロックボアであって、前記ビットホルダーの
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前記シャンクを受けるようになっているベースブロックボア、
　を有するベースブロックと、
　を備える組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１１】
　前記シャンクの側壁を通るスロットであって、前記シャンクの前記遠位端から延びるス
ロット、をさらに備える、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１２】
　前記シャンクの前端に隣接して配置された前記スロットの上部終端部、をさらに備える
、
　請求項１１に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１３】
　前記シャンクの側壁を通るスロットであって、前記シャンクの前記遠位端に隣接する後
部位置から前記シャンクの前端に隣接する前部位置まで延びるスロット、をさらに備える
、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１４】
　前記本体部分の前端から前記シャンクの前記遠位端まで軸方向に延びる、ビットホルダ
ーボア、をさらに備える、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１５】
　標準長さ、および、前記標準長さより短い短縮長さの一方を含む前記シャンクの長さを
更に備える、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１６】
　前記標準長さは公称２　３／４インチであり、前記短縮長さは公称１　３／４インチで
ある、
　請求項１５に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１７】
　前記シャンクの前記遠位端に向かって延びるにつれて径方向外向きであるテーパを有す
る、前記ビットホルダーボアの一部分を更に備える、
　請求項１４に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１８】
　前記ベース取付部の長さよりも短い、前記装置受け部の軸方向長さを更に備える、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項１９】
　前記ベース取付部は、前記装置受け部の後部を越えて前記ベース取付部の後部に隣接す
る位置まで延びる、前記ベースブロックボアの円弧状部分の延長部を備える、
　請求項１８に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項２０】
　前記ベースブロックボアの前記円弧状部分の前記延長部が、前記シャンクの前記第１の
部分と締まりばめを形成し、前記シャンクの長さが公称２　３／４インチである、
　請求項１９に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項２１】
　前記装置受け部の側壁に囲まれて、前記装置受け部の後部から、前記装置受け部の前部
と前記装置受け部の後部とをつなぐ位置まで内方向に延びる、傾斜したスロットをさらに
備える、
　請求項１８に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項２２】
　前記第１の部分に隣接し、前記第１の部分に向かって延びるにつれて径方向内向きであ
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るテーパを有する、前記シャンクの第２の部分、をさらに備える、
　請求項１０に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項２３】
　前記ベースブロックボアが、約１　１／２インチの軸方向長さおよび１　１／２インチ
の公称直径を有する、
　請求項１８に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【請求項２４】
　前記シャンクの長さが前記ボアの直径に基づいている、
　請求項５に記載のビットホルダー。
【請求項２５】
　前記シャンクの長さは、前記ビットホルダーボアの直径に基づいている、
　請求項１４に記載の組み合わせられたビットホルダーとベースブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、路面切削機(ｒｏａｄ ｍｉｌｌｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ)、採掘機（ｍｉｎ
ｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ）および掘削機(ｔｒｅｎｃｈｉｎｇ　ｍａｃｈｉｎｅ)用のビッ
トアセンブリに関し、より詳細には、短縮された前端部を有するビットホルダーおよび／
またはビットスリーブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、硬土からの物質（ｍａｔｅｒｉａｌ）の除去は、高速道路の再建、溝掘り作業、
あるいは長壁採掘作業および他の採掘作業のいずれにおいても、そのような物質の除去を
達成するための機構において多くの改良を見てきた。このような物質除去装置の休止時間
を短縮するために、装置が表面の物質を下層または地面から分離する終点を規定するビッ
トアセンブリに対して様々な改良がなされてきた。除去される物質の表面に物質除去装置
が接触するこの終点は、伝統的に、先のとがった先端を有するビットと、ビットが取り付
けられるかまたは一体にすることができるビットホルダーと、ビット／ビットホルダーの
ベースが取り付けられているビットホルダーブロックを含む一連のビットアセンブリから
なる。ビットホルダーブロックは、エンドレスチェーンまたはチェーンプレートシステム
、あるいは回転ドラムのいずれかに取り付けられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在、このビットアセンブリは、最も一般的に、回転ドラムに用いられ、そこでは多数
のそのようなアセンブリがドラム上にＶ字形または螺旋形のいずれかで取り付けられてい
る。そのような最近の改良は米国特許第６,３７１,５６７号および米国特許第６,５８５,
３２６号に見られ、これらによるとナット付ねじ状シャンクで、ビットホルダーをビット
ホルダーブロックに固定することによって、ビットホルダーまたはビットアセンブリの中
間部品をビットホルダーブロック上に保持する必要がもはやない。この改良は、その遠位
端にスロットが軸方向に切られている中空シャンクを含み、そのシャンクがビットホルダ
ーブロック内の穴に押し込まれ、シャンクの遠位端が、ビットホルダーのシャンクとビッ
トホルダーブロックの穴との間の、十分な径方向の力で径方向に圧縮されて、使用中、ビ
ットホルダーをビットブロックに取り付けたままにする。
【０００４】
　ビットホルダーシャンクの遠位端から止めナットまたは止め輪を排除することにより、
ビットホルダーをビットホルダーブロックの底部に通して、ビットホルダーブロックから
ビットホルダーを取り外すことが容易になった。さらに、ビットホルダーブロックの穴の
底部からビッドホルダーを外方向に打ち抜くことによって、炭化タングステンチップビッ
トをビットホルダーから取り外すことができる。
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【０００５】
　ビットアセンブリのもう１つの改良点は、ダイヤモンドチップビットすなわち組み合わ
せられたビット／ホルダーの導入である。硬化ビットチップは、コアもしくはベースに埋
め込まれてビット／ホルダーの先端のコーティングを形成する人工のＰＣＤ材料、または
工業用粉末ダイヤモンド材料で形成されうる。ビット切断アセンブリの先端にこの非常に
硬い材料を導入することによって、いくつかの例においては、ビットホルダーに取り付け
られた炭化タングステンビット、なお、これはビットホルダーブロックに順に取り付けら
れるのだが、を使用することが、従来の炭化タングステンチップの３つの組み合わせより
も使用寿命が長い、単一のビット／ビットホルダーの組み合わせに取って代わられている
。また、必要に応じて、ダイヤモンドチップビットを既存のビットホルダーおよびビット
ブロックと共に利用することもできることにも留意されたい。
【０００６】
　炭化タングステンチップビットの場合、ビットは、ビットホルダー内で回転して使用中
にビットの摩耗特性を分散する能力を有することが好ましい。しかしながら、ダイヤモン
ドチップの表面除去装置の使用寿命をより長くするために、先端チップはもはや回転可能
である必要がない。
【０００７】
　物質除去プロセスにおける他の改良は、慣例的にドラム全体に螺旋状またはＶ字型に軸
方向５／８インチの中心間隔で位置決めされた、螺旋状装着式のビットアセンブリを有す
る通常の表面切削装置の使用だけではなく、ビット先端の間隔がビット間の中心軸方向間
隔に対して０．２００インチの中心線であるマイクロ切削装置の使用もある。マイクロ切
削は、通常の切削で達成される物質を除去するだけでなく、道路のでこぼこした表面の部
分を平らにすることや、或いは、路面を滑らかにするため又は再舗装の引き伸ばしのため
に、路面の上部を例えば１インチまたは２インチだけ除去することにも使用される。これ
により、路面の寿命を延ばし、コストを節約することができる。
【０００８】
　単一のドラム上にさらに多くのビットアセンブリを使用するには、時には直径４６～５
４インチのドラム上で約９００個のそのようなビットアセンブリを使用することもあるの
だが、ビットアセンブリが互いにはるかに近い位置（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）でドラム
上に取り付けられるので、あるビットホルダーブロックの下端と、それに隣接するビット
ホルダーブロックの先端との間のスペースを最小にする必要がある。この隣接するビット
ブロック間のスペースの減少により、ビットホルダーブロックからビットホルダーまたは
任意の組み合わせられたビット／ホルダーを外に出すために、ビットホルダーブロックの
底部に通路（ａｃｃｅｓｓ）を確保することが従来よりもさらに困難になる。ビットアセ
ンブリの前端部と隣接するビットアセンブリの後部との間の隣接距離を増加させる構造に
よって、ビット、ホルダー、または組み合わせられたビット／ホルダーを交換するための
空間をより多く保守要員に提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示は、概して、路面切削機、採掘機、および掘削機用のビットアセンブリに関する
。本明細書における教示の一実施形態は、本体軸方向長さを含む本体部分と、本体軸方向
長さよりも長いシャンク長さを有するシャンクであって、本体部分の底部から軸方向に垂
下するほぼ円筒形の中空のシャンクと、シャンクの遠位端に隣接し、遠位端に向かって延
びるにつれて径方向外向きにテーパをつけられたシャンクの第１の部分の外面と、を含む
ビットホルダーである。本明細書の教示の別の実施形態は、本体軸方向長さを有する本体
部分、本体軸方向長さよりも長いシャンク長さを有するシャンクであって、本体部分の底
部から軸方向に垂下するほぼ円筒形の中空のシャンク、および、シャンクの遠位端に隣接
し、遠位端に向かって延びるにつれて径方向外向きにテーパをつけられた、シャンクの第
１の部分の外面、を有するビットホルダーと、ベース面を有するベース取付部、ベース面
と反対側のベース取付部から一体的に延びる装置受け部、および装置受け部を通って延び
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るベースブロックボアであって、ビットホルダーのシャンクを受けるようになっているベ
ースブロックボア、を有するベースブロックと、を備える組み合わせられたビットホルダ
ーとベースブロックである。
【００１０】
　本開示のこれらおよび他の態様は、以下の実施形態の詳細な説明、添付の特許請求の範
囲、および添付の図面に開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　装置の様々な特徴、利点、および他の用途は、以下の詳細な説明および図面を参照する
ことによってより明らかになるであろう。いくつかの図を通して、同じ参照番号は同じ部
分を指す。一般的な慣例に従って、図面の様々な特徴は原寸に比例していないことが強調
される。
それどころか、様々な特徴の寸法は、明確さのために任意に拡大または縮小されている。
【図１】本開示の実施に従って構成されたビットアセンブリの第１実施形態の側面図であ
る。
【図２】本開示の実施形態に従って構成された図１に示すビットアセンブリの底面図であ
る。
【図３】本開示の実施形態に従って構成された図１に示すビットアセンブリの正面図であ
る。
【図４】本開示の実施形態に従って構成された図１に示すビットアセンブリの背面図であ
る。
【図５】本開示の実施形態に従って構成された図１に示すビットアセンブリの分解斜視図
である。
【図６】本開示の実施形態に従って構成された図５に示すビットホルダーの後方３／４斜
視図である。
【図７】本開示の実施に従って構成された図５および図６に示すビットホルダーの側面図
である。
【図８】本開示の実施形態に従って構成されたダイヤモンドチップの組み合わせられたビ
ット／ホルダーを含む、本開示のビットアセンブリの第２実施形態の分解図である。
【図９】本開示の実施に従って構成された図８に示す組み合わせられたビット／ホルダー
のベースの後方３／４斜視図である。
【図１０】本開示の実施に従って構成された図８に示す組み合わせられたビット／ホルダ
ー用のベースの側面図である。
【図１１】本開示の実施形態に従って構成された図１に示す、ビットホルダーの拡大され
た後部の通路（ａｃｃｅｓｓ）を示す詳細な側面図である。
【図１２】図７に示すビットホルダーの第３実施形態の側面図であり、シャンクの遠位端
は、本開示の実施に従って構成された逆テーパを含む。
【図１３】本開示の実施形態に従って構成された図１２に示す逆テーパビットホルダーの
第３実施形態の後方３／４斜視図である。
【図１４】図１３と同様の逆テーパを有するビットホルダーの第３の実施形態の第１の変
形例の後方３／４斜視図である。ただし、本開示の実施に従って構成された、シャンクの
スロットの内側端部の上方かつビットホルダー本体のタイヤ部分の下方のテーパ付き環状
上部シャンク部分を含む。
【図１５】本開示の実施形態に従って構成されたビットホルダーブロックの第１実施形態
に装着されたホルダー本体と一体形成されたダイヤモンドチップをその上に含む第４の実
施形態の組み合わせられたビット／ホルダーの側面斜視図である。
【図１６】本開示の実施形態に従って構成されたビットホルダーブロックの第１実施形態
の底部に隣接する追加された通路空間（ａｃｃｅｓｓ　ｓｐａｃｅ）を開示する、図１に
示す第１実施形態のビットアセンブリの底面３／４斜視図である。
【図１７】本開示の実施形態に従って構成されたビットホルダーの第５実施形態およびビ



(7) JP 2020-76308 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

ットホルダーブロックの第２実施形態の分解斜視図である。
【図１８】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーの第５実施形態および
ビットホルダーブロックの第２実施形態の分解側面図であり、見えない内部要素を点線で
示している。
【図１９】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーブロックの第２実施形
態において組み立てられたビットホルダーの第５実施形態の側面図であり、見えない内部
要素を点線で示している。
【図２０】本開示の実施形態に従って構成されたビットホルダーの第６実施形態およびビ
ットホルダーブロックの第３実施形態の分解斜視図である。
【図２１】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーの第６実施形態および
ビットホルダーブロックの第３実施形態の分解側面図であり、見えない内部要素を点線で
示している。
【図２２】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーブロックの第３実施形
態において組み立てられたビットホルダーの第６実施形態の側面図であり、見えない内部
要素を点線で示している。
【図２３】本開示の実施形態に従って構成されたビットホルダーの第５実施形態およびビ
ットホルダーブロックの第３実施形態の分解斜視図である。
【図２４】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーの第５実施形態および
ビットホルダーブロックの第３実施形態の分解側面図であり、見えない内部要素を点線で
示している。
【図２５】本開示の実施形態に従って構成された、ビットホルダーブロックの第３実施形
態において組み立てられたビットホルダーの第５実施形態の側面図であり、見えない内部
要素を点線で示している。
【図２６】本開示の実施形態によるビットホルダーの第７実施形態の立面図であり、見え
ない内部要素を点線で示している。
【図２７】本開示の実施形態による、図２６のＡ－Ａ線に沿ったビットホルダーの第７の
実施形態の断面図である。
【図２８】本開示の実施形態によるビットホルダーの第７実施形態の斜視図である。
【図２９】本開示の実施形態による、図２８の中心線Ｂ－Ｂに沿った、ビットホルダーの
第７実施形態の断面図である。
【図３０】本開示の実施形態によるビットホルダーの第８実施形態の第１側面の斜視図で
ある。
【図３１】本開示の実施形態によるビットホルダーの第８実施形態の第２側面の斜視図で
ある。
【図３２】本開示の実施形態によるビットホルダーの第８実施形態の立面図であり、見え
ない内部要素を点線で示している。
【図３３】本開示の実施形態による、図３１の中心線Ｃ－Ｃに沿ったビットホルダーの第
８実施形態の部分断面図である。
【図３４】本開示の実施形態によるビットホルダーの第９実施形態の第１側面の斜視図で
ある。
【図３５】本開示の実施形態によるビットホルダーの第９実施形態の第２側面の斜視図で
ある。
【図３６】本開示の実施形態によるビットホルダーの第９実施形態の立面図であり、見え
ない内部要素を点線で示している。
【図３７】本開示の実施形態による、図３５の中心線Ｄ－Ｄに沿ったビットホルダーの第
９実施形態の部分断面図である。
【図３８】本開示の実施形態による、ビットアセンブリの分解図であり、ビットの立面図
と、図２６のＡ－Ａ線に沿ったビットホルダーの第７実施形態の断面図と、ビットホルダ
ーブロックの第４実施形態の断面図を示す。
【図３９】本開示の実施形態による、図２６のＡ－Ａ線に沿った、ビットホルダーの第７
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実施形態の断面図に組み入れられた、つまりビットホルダーブロックの第４実施形態の断
面図に組み入れられた、ビットの立面図であり、図３８の組み立てられたビットアセンブ
リを示す。
【図４０】本開示の実施形態による、ビットホルダーの第７実施形態の立面図であり、ビ
ットホルダーブロックの第４実施形態に組み入れられた時のビットホルダーの第７実施形
態の構成を示す。
【図４１】本開示の実施形態による、図４０のＥ－Ｅ線に沿ったビットホルダーの第７実
施形態の断面図であり、ビットホルダーブロックの第４実施形態に組み入れられた時のビ
ットホルダーの第７実施形態の構成を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１～図４、図８および図１６を参照すると、本開示に従って構成された完成したビッ
トアセンブリ２０の第１実施形態は、ビットホルダーブロック２１、ビットホルダー２２
、およびビット２３の第１実施形態を含む。前述のように、マイクロ切削作業（ｍｉｃｒ
ｏ-ｍｉｌｌｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ）のために、時には最大９００個のこれらの
アセンブリが、直径が通常４６～５４インチの中空円筒形ドラム（図示せず）の外側の周
りにＶ字型または螺旋状に取り付けられる。また、ビットアセンブリ２０のビットホルダ
ーブロック２１のベース２４の底部２４ａは、溝掘りまたは採掘作業のために、エンドレ
スチェーンまたはチェーンアンドプレートシステムまたはドラム（図示せず）に取り付け
ることができる。
【００１３】
　＜第１実施形態のビットアセンブリ＞
　各ビットアセンブリ２０は、ベース２４と、ビットホルダー受け部またはビット／ホル
ダー受け部２５とを有するビットホルダーブロック２１の第１実施形態を含む。この実施
形態では、ビットホルダー受け部２５は、ほぼ円筒形であり、前述のようにベース２４部
分から延びる。本開示に従って構成されたビットブロック２１は、軸方向に短縮された環
状のビットホルダー受け部２５を含み、これはビットホルダー２２またはビット／ホルダ
ー（図８および図１５の２６ａ、２６）を、ビットブロック２１の中心に位置決めされた
ビットホルダーブロックボア２７内に受ける。略環状のビットホルダー受け部２５の短縮
された軸方向長さは、公称直径１．５インチに対して長さ１．５インチに近い（図７）。
ビットホルダーシャンク直径Ｄ、すなわちビットホルダー受け位置の、その長さＬに対す
る比はほぼ１対１の比である。
【００１４】
　図１１に最も明確に示すように、短縮されたシャンクは、ビットホルダーをビットホル
ダーブロック２１から外すかまたはビットホルダーブロック２１に固定するかを選択可能
な改良された構造を使用することができる。ビットホルダーブロックボア２７は、軸方向
深さが約１／４～３／８インチの、拡大された（片側０．０３０インチ）上部肩部分２７
ａを含む。ビットブロックボア２７の残りの部分は、真っ直ぐな円筒形、または非係止テ
ーパ、好ましくは片側につき１度の非係止テーパでよい。ビットホルダーブロック／ビッ
トホルダー受け部の短縮部分は、図１および図１６に最も明確に示されており、長さは約
１　１／２インチである。短縮されたビットブロックボア２７は、図５，６，７，１２，
１３，１４に示されるように、ビットホルダー２２の短縮されたビットホルダーシャンク
２８を受ける。図４および図１６にも示されるように、短縮されたシャンクを装着するこ
とで、ビットホルダーシャンク２８のベース２９（図９）に通路（ａｃｃｅｓｓ）を加え
る凹部３０と、ビット２３のベースとが提供され、中空のビットホルダー受け部２５の背
面に、１インチを超える追加された通路空間（ａｃｃｅｓｓ　ｓｐａｃｅ）３０が提供さ
れる。これにより、ドライビングロッドまたは他の取り外し工具（図示せず）によって、
ビットホルダー２２を、ビットホルダーブロックボア２７の底部からビットホルダーブロ
ックボア２７の外に出すことより適切に可能になる。
【００１５】
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　ベース２４を取り付けているビットホルダーブロック２１は、一対の取付け孔２４ｂ、
２４ｃが形成された略矩形の底部２４ａを有する点で従来公知のものと同様である。底部
２４ａは、回転ドラム（図示せず）の外側に嵌合するように僅かに湾曲していてもよい。
ベース２４はその底壁２４ａからわずかに広がってもよく、最終的には、一対の三角形の
側面３１、３２と、頂部隆起部３９から下方および外側に傾斜する尖った前部とを共に形
成して、ビットホルダー２２に取り付けられているビット２３の先端部および本体によっ
てほぐされた（ｌｏｏｓｅｎ　ｕｐ）物質を偏向させる（ｄｅｆｌｅｃｔ）。ビットホル
ダーブロックの最上部には、図５に最も明確に示されているように、中央にボア２７が貫
通された略環状の構造のビットホルダーベースブロック装着部２５があり、これは上部拡
大部２７ａを含み、上部拡大部２７ａは、円筒形の形状であってもよいし、または図１４
に示されるように、ビットホルダー２２を嵌合するための非係止テーパを有していてもよ
い。
【００１６】
　前述のように、ビットホルダーブロックボア２７の残りの部分または底部は、円筒形で
あっても非係止テーパでもよく、現在のところ好ましくはビットホルダーのシャンクの遠
位のテーパに一致する（または以下でより詳細に論じるように一致しない）片側１度の非
係止テーパを有していてもよい。
【００１７】
　図１６は、回転ドラム（図示せず）に上下逆の位置に取り付けられたときに現れるビッ
トアセンブリ２０の第１実施形態を示し、ここではドライブパンチ（図示せず）を利用し
てビットホルダー２２をビットホルダーブロックボアから外に出すことができる。または
より小さなドライブピンを使用してビットホルダーのビット取付ボアからビットを外に出
すことができる。
【００１８】
　図１６に示すように、ビットホルダーブロック２１のベース２４と、ビットホルダーブ
ロックボア２７がその中に延在する凹部３０とは、ビットホルダーブロック２１のベース
２４への通路（ａｃｃｅｓｓ）を得る際に、ベース２４と凹部３０にたまりうる砕石、セ
メントまたはコンクリート粒子、あるいは硬土（図示せず）をそこからより容易に除去で
きるように、滑らかに成形されている。図３に示すように、ビットホルダーブロック２１
の最前面を切り取って、一対の対向する実質的に垂直な壁部分３３、３４を形成すること
ができ、この壁部分３３、３４により、隣接するビットブロックをドラムまたはエンドレ
スチェーンに取り付けるための空間が追加される。したがって、特にマイクロ切削作業で
使用するために、複数のビットホルダーブロック２１を互いに近接して取り付けることが
できる。なお、路面切削を目的としてドラムに取り付けられる通常のビットアセンブリで
は、隣接するビットアセンブリビットチップ２３ａの間隔は、より慣習的には、軸方向に
０．６２５インチの間隔であるが、マイクロ切削作業においては、軸方向に０．２００イ
ンチの間隔である。ビットホルダーブロックの幅と長さは、０．２００インチの間隔を確
保する上で重要である。
【００１９】
　＜ビットホルダーの詳細＞
　＜ビットホルダーの第１の例示の実施形態＞
　前述の図に加えて、図５、６および７は、図１～４，１６において組み立て形態で示し
た第１実施形態のビットホルダー２２の詳細図を開示している。ビットホルダー２２は、
頂部の本体部分３５と底部のシャンク部分２８（両方とも実質的に環状）を含む。ビット
ホルダー２２の頂部または本体部分３５は、概ね円筒形の外形を有する、平らな上部環状
面３６を含む。この上部環状面３６は、ビット２３またはビットワッシャ３７の大径とほ
ぼ同一または非常に近似する。ビットワッシャ３７は、ビットホルダー本体部分３５及び
シャンク２８を軸方向に延びるビットホルダー２２の中央ビットボア３８内と、その上面
３６と、に取り付けられる。
【００２０】
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　ビットホルダー本体部分３５の中央部分４０は、概ね円筒形の上側ビット取付部分４１
から外側に延びており、この実施形態では、凸状であるが、凸状、円錐状または凹状であ
ってもよい。しかし一般的には、ビット先端部２３ａによって物質が分離され、ビット２
３、ビットホルダー２２およびビットホルダーブロック２１本体に沿って、軸方向および
外方向に移動する時に、材料を外へと偏向する（ｄｅｆｌｅｃｔ）ように形成されている
。
【００２１】
　ビットホルダー２２の第１実施形態の中央部分４０は広がっていくと中央部分とベース
４２との間の接合部で止まる。ベース４２は、すなわち、円筒形のビットホルダー２２の
「タイヤ部分」と呼ばれるもので、軸方向の高さが約１／２インチ、直径が公称２　５／
８インチの円筒形の部分（ｓｅｇｍｅｎｔ）である。タイヤ部分４２は、ビットホルダー
の本体の底部を形成する、環状の径方向に延びるフランジ４３で終結する。この底部は、
前述のビットホルダーブロック２１のビットホルダー受け部２７の頂部環状面４４と隣接
して嵌合するようになっている。このように隣接して嵌合することによって、シャンク２
８がビットホルダーブロックボア２７内に完全に取り付けられたときに、タイヤ部分４２
がビットホルダーブロック２１の上面４４に空間的に関連している場合よりも、２つの部
品間の臨界面を少なくすることができる。径方向に延びるフランジ４３の内側には、Ｕ字
形のアンダーカット４５がある。アンダーカット４５は、その内側端部でビットホルダー
２２のシャンク２８と接触する。このＵ字形の溝４５は、縁部を鋭くしないようにしてビ
ットホルダー２２の本体部分３５とシャンク２８との応力を緩和する部分を提供する。
【００２２】
　ビットホルダーのシャンク２８は、Ｕ字形の溝４５から軸方向に延びる。本体に直接隣
接するシャンク２８の頂部は、軸方向長さが約１／４～３／８インチの拡大部４６であり
、これは前述のビットホルダーブロックボア２７の拡大頂部ボア部２７ａと締まりばめで
嵌合する。この第１実施形態では、この拡大部４６はほぼ円筒形の形状である。公称直径
１　１／４から１　３／４インチのシャンクでは、ビットホルダーブロックボアとの締ま
りばめは約０．００１～０．００３インチである。シャンク２８の頂部の拡大部４６の軸
方向外側に直に隣接しているのは、長さが約１／８～５／８インチの狭窄部４７であり、
これは軸方向寸法においてテーパ状または円筒状である。この第１実施形態では、およそ
１／２から１　５／８インチのシャンク２８の遠位部分４８は、径方向に延びビットホル
ダーのシャンク２８の底部を定義する底部フランジ５１とともに、面取り部５０に向かっ
て延びる非係止テーパである。
【００２３】
　ビットホルダー２２のこの第１の例示の実施形態では、シャンク２８の中央部分４７お
よび遠位部分４８は、シャンクの外側遠位端まで延びる１つのスロット５２と、１つの内
部スロット５３との一対のスロットを含み、これらのスロット５２、５３はともに軸方向
に配向しており、好ましくは１８０度離れている。公称直径１　１／２インチのシャンク
の遠位部分４８は、隣接するビットホルダーボア２７の底部よりも約０．００５～０．０
３０インチ大きいしめしろ寸法の円筒形であるか、または非係止テーパでありえ（詳細は
下記で述べる）、これらのスロットにより、このシャンク２８が、公表されている固体し
めしろ表（ｓｏｌｉｄ　ｂｏｄｙ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｔａｂｌｅ）に見られる
量よりも大きな量でビットホルダーブロックボア２７と締まりばめされる時に、シャンク
２８が径方向に潰れる。このしめしろは、遠位部分４８の頂部からその底部へと移動する
につれて増加するので、ビットホルダーブロックボアとの差異のあるしめしろ（ｄｉｆｆ
ｅｒｅｎｔｉａｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）と呼ぶことができる。このしめしろは、
ビットアセンブリ２０が過酷に使用されている時に、ビットホルダー２２をビットホルダ
ーブロック２１内に維持する５０００から３００００ポンドの半径方向の力を生じさせる
まで増大される。
【００２４】
　実験および観察では、一致するビットホルダーシャンク／ビットホルダーブロックボア
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テーパを使用する本開示の以前の実施形態において、大部分の締まりばめが、シャンクの
スロット付きテーパ部分の上部において生じることが示された。シャンク内のスロット部
分が長くなればなるほど、シャンクの遠位端での曲げ力が小さくなり、シャンクの遠位端
に対する保持力が小さくなる。
【００２５】
　ビットホルダー２２のシャンク端部付近のテーパ状の遠位部分４８の角度を減少させる
ことにより、シャンクの遠位端付近に、より大きな力が径方向に加えられ、シャンク２８
とビットホルダーブロックボア２７との間に、より大きな差異のあるしめしろが与えられ
る。これにより、これまでに知られているよりも短いシャンクで十分な保持力を得ること
ができる。
【００２６】
　ビットホルダーシャンク２８の円筒形または非係止テーパ部分４８が、その底部フラン
ジ５１に向かってビットホルダーブロックボア２７との収束（ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）
を増すものであれば、外向きのテーパをつけたシャンク／円筒形ブロックボア、円筒形シ
ャンク／内向きのテーパをつけたブロックボア、内向きのテーパをつけたボア／それより
も少ない内向きのテーパをつけたシャンク、内向きのテーパをつけたボア／外向きのテー
パをつけたシャンクなどの多くの組み合わせを設計することができ、ビットホルダーとビ
ットブロックボアとの間に必要な保持力を提供することができる。非係止テーパは一般に
、片側あたり０．０１度から３．５度まで、すなわち合計で直径で最大７度まで延びる。
【００２７】
　図１、図３、図４および図５を参照すると、この第１の実施形態のビットアセンブリ２
０は、ほぼ円錐状のろう付けされた炭化物の先端チップ５４が上端部に位置して付いた本
体部分を有するビット２３と、本体部分の底部にある環状フランジ（図示せず）と、ばね
鋼のＣ字形保持具５６を取り付けるための内側に延びる空間をこの第１の実施形態では含
む略円筒形のシャンクと、を以って結論付けられる。使用時は、このタイプのビットがビ
ットホルダーボア３８内で回転される。通常、ビットホルダー２２は、ビットホルダーブ
ロックボア２７内で回転しない。
【００２８】
　＜ビットホルダーの第２の例示の実施形態＞
　図８、９、および１０を参照すると、本開示のビットアセンブリ２０ａの第２の実施形
態が示され、そして説明されている。この第２の実施形態は、第１の実施形態に示したも
のと同一のビットホルダーブロックベース２４を含む。しかしながら、第２の実施形態は
、また、下部からシャンク６０が軸方向に延びる本体部分５８を有するベース５７、を有
する単一のビット／ビットホルダー２６ａを含む。この本体部分５８およびシャンク６０
は、本開示の第１の実施形態の本体部分３５およびシャンク２８と実質的に同一である。
しかしながら、本体５８の中央部分の最上面は環状凹部６１を含み、そこからテーパをつ
けた環状の先端部６２が軸方向に延びる。テーパをつけた先端部６２の外面と環状凹部６
１とを組み合わせることで、環状炭化タングステンリング６３を取り付けるためのベース
面が提供される。環状炭化タングステンリング６３は、その底部から頂部までテーパをつ
けた中空円錐台形状であり、本体５８の環状の先端部６２を覆ってぴったりと嵌合する。
本体５８の上部の環状の先端部６２は、中央の凹部６２ａを含み、その中に逆テーパ部材
６４を受ける凹部が形成されている。この逆テーパ部材６４は、本体すなわちベース５８
の上部６２ａの先端の凹部６２ａに摺動可能に嵌合して保持される。逆テーパ部材６４の
頂部に形成された凹部内には、ダイヤモンドコーティングされたほぼ円錐形の先端のビッ
トチップ６６が取り付けられている。本開示のビットアセンブリ２０の第１の実施形態と
同様に、これらすべての部材は、それらのそれぞれの凹部内にろう付けされて、ビットホ
ルダーブロックボア２７内に嵌合するほぼ単一のビット／ホルダー２６ａを形成する。
【００２９】
　ビット／ホルダー２６ａの頂部にあるダイヤモンドのチップ６６は、炭化タングステン
チップよりも実質的に長い使用寿命を有する。したがって、この単一部材は、ダイヤモン
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ドコーティングのチップ６６が提供する長い耐用年数により、回転する必要はない。ビッ
ト／ホルダー２６ａのベース５８の短縮されたシャンク６０は、第１の実施形態における
ホルダーのシャンクと同様にビットホルダーブロックボア２７に嵌合し、第１の実施形態
と同様にそこから引き抜き易くなっている。
【００３０】
　ビット／ホルダーの頂部の構造は、概ね本出願人の米国特許第６，７３９，３２７号に
見られ、それによると、この頂部が、それぞれのビットホルダーから取り外し可能なビッ
トの頂部を形成する。
【００３１】
　＜ビットホルダーの第３の例示の実施形態＞
　図１２、１３および１４を参照すると、ビットホルダー７０の第３の実施形態が示され
ている。ビットホルダー７０のこの第３の実施形態はまた、上部本体部分７１と下部シャ
ンク７２部分とを含む。第３実施形態のビットホルダー７３の第１変形例を図１４に示し
、以下により詳細に説明する。それぞれにおいて、ビットホルダーの上部本体部分７１は
、図１，３，５，６，７に示される第１の実施形態のビットホルダー２２の上部本体部分
と実質的に同一である。また、この実施形態のシャンク７２の上部７４および中央部７５
は、ビットホルダー２２の第１の実施形態、具体的には図５，６，７に示すものと同一で
ある。しかしながら、ビットホルダー２２の第１の実施形態とビットホルダー７０のこの
第３の実施形態との相違は、（図１２～図１４に示すように）シャンク７２の遠位部分７
６の特別な非係止の逆テーパに見られる。この非係止サイズの逆テーパは、ビットホルダ
ーブロックボア２７の、円筒形、または図１１に最も明瞭に示されている好ましくは片側
１度の規則的なテーパのいずれかに嵌合する。逆テーパは、シャンク７２の長さの一部分
のみとボア２７にわたって、遠位テーパ７６の一部とビットホルダーブロックボア２７と
の間に、実質的な差異のあるしめしろによる嵌合をもたらす。
【００３２】
　出願人は、先行技術の同一の円筒形またはテーパ状の遠位部分および底部をそれぞれ有
するクイックチェンジビットホルダー／ビットホルダーブロックの組み合わせにおいて、
シャンクの遠位端に近づくほど、ビットホルダーシャンクにかかる径方向の力が小さくな
り、開放端のスロットの上部終端部に近づくほど大きな径方向の力が生じることを見出し
た。したがって、ビットホルダーのシャンクの直径の遠位部分のわずかな差または反転は
、ビットホルダーブロックボアの底部への径方向の力と、シャンクの遠位部分の長さ全体
に沿った径方向の力を等しくする傾向がある。出願人はこれを既知の従来技術と区別する
ために差異のあるしめしろ（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）と
呼ぶ。
【００３３】
　テーパのこのわずかな差（差異のあるしめしろ）は、形状の範囲（ｓｐｅｃｔｒｕｍ）
に沿って存在しうる。本開示では、一定のテーパを有するシャンクの底部は、軸方向の長
さが約１／２から１　５／８インチである。従来技術のビットホルダー／ビットホルダー
ブロックボアの組み合わせでは、それぞれは、等しい非係止テーパ、好ましくは片側あた
り１度以下の非係止テーパを有していた。この第３の実施形態では、ビットホルダーシャ
ンク７２は、好ましくは、１度の内向きテーパまたは円筒形の構成を有するビットホルダ
ーブロックボア２７のそれぞれ対して、１度の外向きテーパを有しうる。同様に、ビット
ホルダーシャンク７２は、ビットホルダーブロックボア２７の非係止テーパに対して、円
筒形であってもよい。テーパをつけた面／円筒である面の相互の収束（ｃｏｎｖｅｒｇｅ
ｎｃｅ）（差異のあるしめしろ）は、第１の実施形態で論じたように異なり得る。
【００３４】
　もちろん、シャンク７２の遠位部分７６の底部に向かってより大きな力を加えることを
望むのであれば、非係止テーパの差の度合いをより大きくすることが望ましい。テーパの
差の度合いは、非係止テーパの限界によって、およびシャンク端部の直径とビットホルダ
ーブロックのボアの頂部開口の直径によってのみ制限される。ビットホルダーシャンクを
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ビットホルダーブロックボア２７の中心に位置決めして、その場所に挿入できる必要があ
る。
【００３５】
　非係止テーパは片側約３　１／２度、すなわち合計７度である。図示の本実施形態では
、最短であるシャンクの遠位部分が提供されている。前述の異なるテーパを、非係止テー
パの限界に向かって大きくするほど、シャンクの遠位部分すなわち底部およびビットホル
ダーブロックボアの長さを、必要とされる合計の保持力が得られるように長くしなければ
ならない。
【００３６】
　シャンクの遠位端とビットホルダーブロックボアの底部との間の実質的な環状接触面に
おけるこの限られた差（差異のあるしめしろ）により、ビットホルダーをビットホルダー
ブロック内で短い距離を移動させるだけで取り外せるため、ビットホルダーのビットホル
ダーブロックへの挿入および取り外しがより容易になる。非係止のサイズは、ここでは好
ましくは、シャンク７２の公称１　１／２インチの直径において、片側１／２度以上の非
係止逆テーパであるが、非係止のサイズは、およそ５０００から３００００ポンドの径方
向の力を及ぼすしめしろを有しながら、ビットホルダーブロックボアの底部に合うように
、しかし、接触表面のより短い軸方向距離にわたるようにサイズ決めされる。１つまたは
２つのスロットを使用してもよい。単一のスロットは２つのスロットよりも大きな径方向
の力を及ぼす。スロット付きの逆テーパシャンク７２と、ビットホルダーブロックボア２
７の上部拡大部２７ａに対して標準的な０．００１～０．００３のしめしろを有するシャ
ンクのほぼ円筒形の上部の拡大部７４とを組み合わせることで、この実施形態において、
ビットホルダー７０が使用中にビットホルダーブロックボア２７内に実質的に取り付けら
れる。
【００３７】
　図１４は、第３の実施形態のビットホルダー７３の第１の変形例を示しており、ビット
ホルダーシャンク７２の上部７７は、円筒形状ではなく、係止または非係止テーパを有す
るテーパ形状であり、ビットホルダーブロックボア上部内の相補的な形状のテーパに嵌合
する（図示せず）。
【００３８】
　＜ビット／ホルダーの第４の例示の実施形態＞
　図１５は、本開示のビット／ホルダー２６の第４の実施形態を開示しており、前の実施
形態に示した改良されたビットホルダーブロック２１に嵌合する組合せられたビット／ホ
ルダーを提供する。ビット／ホルダー２６は、前述の実施形態と同様に、ビット／ホルダ
ーが、ビットホルダーブロックボア２７に嵌合する一体構造であるように、ダイヤモンド
でコーティングされているか、または／堅いダイヤモンドチップを含有する、ほぼ円錐形
の先端のチップ８０を含む。チップの後方のビット／ホルダーの上部すなわちボルスタ８
１は、炭化タングステン製の概ね凸形状の部材を含み、この部材はその上部に凹部８２を
有し、この凹部８２内にダイヤモンドチップ８０が配置され、ろう付けされる。同様に、
ボルスタ８１の拡大ベース８３が、ビット／ホルダー２６の本体部分８６の頂部にろう付
けされている。
【００３９】
　この本体部分８６は、ボルスタがろう付けされている、くぼんだカウンターボアまたは
わずかに凹状の上面８５を含み、外方向かつ軸方向に延びる本体部分８６であり、この実
施形態では、表面輪郭が凹状または凸状であり得る。この中央凹部の下部８６は、ほぼ円
筒形のタイヤ部分すなわちベース部分８７で終結する。ベース部分８７は、その遠位端が
、平らな環状面まで４５度で内方向に延びる部分８８を含むことを除いて、先の実施形態
に示されたベース部分と同様である。この４５度のテーパ部分８８、前述のドリフトピン
の代わりに使用されうる一般的にフォーク状の工具（図示せず）に、ビットホルダーブロ
ックボアからビット／ホルダーを引き抜くための通路（ａｃｃｅｓｓ）を提供する。同様
に、この実施形態では、第４の実施形態のビット／ホルダー２６を、図１６に示す第１の



(14) JP 2020-76308 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

実施形態と同様に上下逆にしてもよい。したがって、ビットホルダーブロックの後部をく
ぼませ且つ短縮する改良により、ビット／ホルダーシャンク（図示せず）への通路（ａｃ
ｃｅｓｓ）を広くすることができるので、ビット／ホルダーシャンクをビットホルダーブ
ロックボア２７の軸方向外側に押し出す、引き抜きパンチをより容易に使用できる。やは
り、この第４の実施形態でも、ダイヤモンドチップによりビット／ホルダー寿命が実質的
に改善されるので、ビット／ホルダー２６が回転する必要はないが、前述の実施形態と同
様に、５０００から３００００ポンドの径方向の力で、ビットホルダーブロックボア２７
内にしっかりと取り付けられてもよい。
【００４０】
　＜ビットホルダーの第５の例示の実施形態＞
　図１７～図１９を参照すると、ビットホルダー１００の第５の実施形態およびビットホ
ルダーブロックすなわちベースブロック１０２の第２の実施形態が示されている。この例
示の実施形態では、ビットホルダー１００は、ノーズ部分すなわちビットホルダー本体１
０４と、ノーズ部分１０４の底部から軸方向に垂下するほぼ円筒形の中空のシャンク１０
６とを含む、約２　３／４インチの標準長のシャンクのビットホルダーである。この設計
は、さまざまな長さのシャンクでも首尾よく実施可能である。ノーズ部分１０４は、第５
の例示の実施形態のこの例示的な実施では、概して環形状であり、例えば平らな環状上面
などの、上面１１０から軸方向に延びる円錐台形の第１部分１０８と、第１部分１０８か
ら軸方向に延びる円錐台形の第２部分１１２と、第２部分１１２から軸方向に延びるほぼ
円筒形のタイヤ部分１１４を含む。面取り部１１６が、タイヤ部分１１４の底部から背面
フランジ１１８まで延びており、後部フランジ１１８はほぼ環状でありうる。背面フラン
ジ１１８は、背面フランジ１１８の両側に１つずつ、ビットホルダー１００の長手方向の
軸に対してほぼ垂直な一対の水平スロット１２０～１２０（図１７～図１９にはその１つ
が示されている）を含む。水平スロット１２０～１２０は、ビットホルダー１００のノー
ズ部分１０４のベースと、第２の実施形態のベースブロック１０２、または第３の実施形
態のブロック２０２（図２３～図２５）との間に挿入されうる一つの二股のフォークの歯
を受けるようになっている。第２の実施形態のベースブロック１０２、または第３の実施
形態のブロック２０２の中にビットホルダー１００のシャンク１０６が挿入され、使用中
、径方向外向きの力によって保持される。この設計の概念から逸脱することなく他のベー
スブロックの構成を使用することができる。
【００４１】
　シャンク１０６は、細長い第１のスロット１２２を含み、第１のスロット１２２は、シ
ャンク１０６の、例えば略環状の遠位端などの遠位端１２４から、軸方向に上方向すなわ
ち前方向に、シャンク１０６の上端すなわち前端付近の上部終端部１２６まで延びる。こ
の例示的な実施形態では、シャンク１０６はまた、第１のスロット１２２から環状シャン
ク１０６周りに約１８０度に位置する内向きに配向された第２のスロット１２８（図１７
）を含む。この例示の実施形態では、この第２のスロット１２８は第１のスロット１２２
と平行であり、シャンク１０６の遠位端１２４に内方向に隣接する後部終端部１３０（図
１７～１９）と、第１のスロット１２２の上部終端部１２６と長手方向および軸方向にほ
ぼ一致する前部終端部１３２（図１８および図１９）とを有する内部スロットである。
【００４２】
　この例示の実施形態では、シャンク１０６はまた、シャンク１０６の遠位端１２４に隣
接する段付き肩部１３６から軸方向に延びる、下部の、すなわち第１の外向きテーパ部分
１３４を含む。段付き肩部１３６は、シャンク１０６の遠位端１２４に隣接するシャンク
１０６の遠位端部１３８から、下部外向きテーパ部分１３４へ軸方向に延びるにつれて大
きくなる、すなわち段階的に大きくなる。下部外向きテーパ部分１３４は、シャンク１０
６の段付き肩部１３６から上方向または軸方向に延び、長手方向にほぼ中間でスロット１
２２を仕切る（ｔｅｒｍｉｎａｔｅ）。シャンク１０６はまた、下部外向きテーパ部分１
３４を第２のテーパ部分１４２から分離する環状の肩部１４０を含み、第２のテーパ部分
１４２は、肩部１４０から、シャンク１０６の頂部にほぼ隣接する所すなわち、スロット
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１２２、１２８の前部終端部１２６、１３２まで延びる。環状の肩部１４０は、第１の下
部外向きテーパ部分１３４と第２のテーパ部分１４２との間に配置されている。環状の肩
部１４０の直径は、環状の肩部１４０が第１の外向きテーパ部分１３４から第２のテーパ
部分１４２へと軸方向に延びるにつれて小さくなる、すなわち段階的に小さくなる。シャ
ンク１０６のほぼ円筒形の頂部１４４は、第２のテーパ部分１４２に隣接する位置から、
ビットホルダー１００のノーズ部分１０４のベースすなわち底部を示す背面フランジ１１
８に向かって延びる。シャンク１０６の頂部は、シャンク１０６の頂部１４４とビットホ
ルダー１００のノーズ部分１０４の背面フランジ１１８との間に、丸みを帯びた接合部１
４６（図１８および図１９）を含むことができ、この接合部１４６は、応力亀裂が始まる
領域になりうる鋭い角を避けるために設けられる。他の実施形態では、シャンク１０６は
異なる構成を含むことができ、例えば、シャンク１０６の下部１３４および／または上部
１４２は、略円筒形、外向きのテーパ、内向きのテーパ、わずかな延伸角度（ｄｒａｗ　
ａｎｇｌｅ）またはわずかな抜き勾配(ｄｒａｆｔ　ａｎｇｌｅ)を含むことができる。
【００４３】
　中央ボア１４８が、ビットホルダー１００の上面１１０からシャンク１０６の遠位端１
３８まで軸方向に延びている。中央ボア１４８は、ビットのシャンク（図示せず）を受け
るようになっている。シャンクがベースブロック１０２のボア１５０（図１７および図１
８）、もしくはベースブロック２０２のボア２５０（図２３および図２４）に取り付けら
れると、中央ボア１４８およびスロット１２２、１２８により、シャンク１０６のほぼＣ
字形の環状側壁が径方向に収縮する。（いくつかの用途においては、スロット１２２自体
が使用されてもよい。）
　ベースブロック１０２の第２の実施形態は、ベース取付部１５２を含み、ベース取付部
１５２は、ベース１５４を含む。ベース１５４は、ドラム（図示せず）の外側に取り付け
可能であるか、あるいは、ドラムに取り付けられたスタンドまたはライザーに取り付けら
れる。スタンドまたはライザーは、路面切削機または同様のドラム状に設計された機械の
部品である。ベース取付部１５２の前部すなわち先頭部は、後方に傾斜した一対の肩部１
５６～１５６を含むことができる。ほぼ環状および／または円筒形のビットホルダー受け
部１５８は、ベースブロック１０２をドラムあるいはドラム上に配置されたスタンドまた
はライザーに保持するベース取付部１５２に隣接し、受け部１５８の前面１６０からベー
スブロック１０２の後端部１６２まで軸方向に延びる中央ボア１５０を含む。ボア１５０
は、前面１６０に隣接する皿穴１６４と、後端部１６２に隣接する外向きテーパ部分１６
６とを含む。ベースブロック１０２のボア１５０は、図１９に示すように、ビットホルダ
ー１００のシャンク１０６を受けるようになっている。そして、ビットホルダー１００の
ボア１４８は、ビットのシャンク（図示せず）を受けるようになっている。代替的には、
ベースブロック２０２のボア２５０は、図２５に示されるように、ビットホルダー１００
のシャンク１０６を受けるようになっている。
【００４４】
　＜ビットホルダーの第６の例示の実施形態＞
　図２０～図２２を参照すると、ビットホルダー２００の第６の実施形態およびビットホ
ルダーブロックすなわちベースブロック２０２の第３の実施形態が示されている。ビット
ホルダー２００は、ノーズ部分すなわちビットホルダー本体２０４と、ノーズ部分２０４
の底部から軸方向に垂下する略円筒形の中空シャンク２０６とを含む。第６の実施形態の
ビットホルダー２００のシャンク２０６は、標準的なビットホルダーの、一般に標準的な
長さ約２　３／４インチのシャンクよりも短く、この例示的実施形態では、ビットホルダ
ー２００のシャンク２０６の長さは、およそ公称１　３／４インチである。この設計は、
様々な長さのシャンクでも首尾よく実施可能である。ノーズ部分２０４は、この第６の例
示の実施形態の例示的な実施においては、概して環状の形状であり、例えば平らな環状の
上面のような、上面２１０から軸方向に延びる円錐台形の第１の部分２０８と、第１の部
分２０８から軸方向に延びる円錐台形の第２の部分２１２と、第２の部分２１２から軸方
向に延びる略円筒形のタイヤ部分２１４とを含む。面取り部２１６が、タイヤ部分２１４



(16) JP 2020-76308 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

の底部から背面フランジ２１８まで延びている。背面フランジ２１８は、ほぼ環状であり
得る。背面フランジ２１８は、背面フランジ２１８の両側に１つずつ、ビットホルダー２
００の長手方向軸にほぼ垂直な一対の水平スロット２２０～２２０（図２０～２２にその
１つを示す）を含む。水平スロット２２０～２２０は、ビットホルダー２００のノーズ部
分２０４のベースと第３の実施形態のベースブロック２０２との間に挿入されうる一つの
二股のフォークの歯を受けるようになっている。第３の実施形態のベースブロック２０２
の中に、ビットホルダー２００のシャンク２０６が挿入され、使用中、径方向外向きの力
によって保持される。この設計の概念から逸脱することなく他のベースブロックの構成を
使用することができる。
【００４５】
　シャンク２０６は、シャンク２０６の、例えば略環状の遠位端などの遠位端２２４から
、軸方向に上方向すなわち前方向に、シャンク２０６の上端すなわち前端付近の上部終端
部２２６まで延びる細長い第１のスロット２２２を含む。別の実施形態では、シャンク２
０６はまた、第１のスロット２２２から環状シャンク２０６周りに約１８０度に位置する
内向きに配向された第２のスロット（図示せず）を含むことができる。この第２のスロッ
トは、第１のスロット２２２と平行でありえ、シャンク２０６の遠位端２２４と内方向に
隣接する後部終端部（図示せず）と、第１のスロット２２２の上部終端部２２６と長手方
向および軸方向にほぼ一致する前部終端部（図示せず）を有する内部スロットである。
【００４６】
　この例示の実施形態では、シャンク２０６はまた、シャンク２０６の遠位端２２４に隣
接する段付き肩部２３０から軸方向に延びる、下部のすなわち第１のテーパ部分２２８を
含む。段付き肩部２３０は、シャンク２０６の遠位端２２４に隣接するシャンク２０６の
遠位端部２３２から下部テーパ部分２２８へ軸方向に延びるにつれて大きくなる、すなわ
ち段階的に大きくなる。下部テーパ部分２２８は、シャンク２０６の段付き肩部２３０か
ら上方向または軸方向に延び、長手方向にほぼ中間でスロット２２２を仕切る（ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｅ）。シャンク２０６はまた、下部テーパ部分２２８を、上部のすなわち第２の
テーパ部分２３６から分離する環状の肩部２３４を含む。第２のテーパ部分は、肩部２３
４からシャンク２０６の頂部にほぼ隣接する所まで延びる。環状肩部２３４は、第１のテ
ーパ部分２２８と第２のテーパ部分２３６との間に配置されている。環状肩部２３４の直
径は、環状肩部２３４が第１のテーパ部分２２８から第２のテーパ部分２３６へと軸方向
に延びるにつれて小さくなる、すなわち段階的に小さくなる。シャンク１０６のほぼ円筒
形の頂部２３８は、第２のテーパ部分２３６に隣接する位置から、ビットホルダー２００
のノーズ部分２０４のベースすなわち底部を示す背面フランジ２１８に向かって延びる。
シャンク２０６の頂部は、シャンク２０６の頂部２３８とビットホルダー２００のノーズ
部分２０４の背面フランジ２１８との間に丸みを帯びた接合部２４０（図２１および図２
２）を含むことができ、この接合部２４０は、応力亀裂が始まる領域になりうる鋭い角を
避けるために設けられる。他の実施形態では、シャンク２０６は異なる構成を含むことが
でき、例えば、シャンク２０６の下部２２８および／または上部２３６は、略円筒形、外
向きのテーパ、わずかな延伸角度（ｄｒａｗ　ａｎｇｌｅ）またはわずかな抜き勾配(ｄ
ｒａｆｔ　ａｎｇｌｅ)を含むことができる。
【００４７】
　中央ボア２４２は、ビットホルダー２００の上面２１０からシャンク２０６の遠位端２
２４まで軸方向に延びる。中央ボア２４２は、ビット（図示せず）のシャンクを受けるよ
うになっている。シャンクがベースブロック２０２のボア２５０（図２０および図２１）
内に装着されると、中央ボア２４２およびスロット２２２により、シャンク２０６のほぼ
Ｃ字形の環状側壁が径方向に収縮する。
【００４８】
　ベースブロック２０２は、ベースまたは取り付け部分２４４と、ベースブロック２０２
のベース２４８の反対側にある短縮された前端すなわちビットホルダー受け部２４６とを
含む。短縮された前端すなわち受け部２４６は、環状またはほぼ円筒形の形状を有しうる
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か、あるいはベースブロック２０２の第３の実施形態の第１の変形例においては、短縮さ
れた前端すなわち受け部２４６は、対向する平らな側面（図示せず）を含みうる。ベース
２４８は、複数のベースブロックを取り付けることができるドラムあるいは追加の取り付
けプレート、スタンド、またはライザーに適合するように、平らであるか、またはわずか
に凹状であり得る。この例示的な実施形態では、短縮された受け部２４６は、短縮された
受け部２４６の前面でもある、ベースブロック２０２の前面２５２から、短縮された受け
部２４６の後面２５４までの長さが約１　１／２インチ以上であり、これにより、短縮さ
れた受け部２４６の後面２５４からベースブロック２０２の後部２５６まで約７／８イン
チの通路空間（ａｃｃｅｓｓ　ｓｐａｃｅ）が追加される。受け部２４６は、中心線に沿
ってシャンク２０６と対称であり、かつ、この例示的な実施形態では、公称１　１／２イ
ンチの中央直径を有する、ベースブロックボア２５０を含む。この例示的な実施形態では
、ボア２５０はテーパをつけられており、ベースブロック２０２の前面２５２に隣接する
皿穴２５８を含む。他の実施形態では、ボア２５０は、円筒形、略円筒形、内向きのテー
パ、外向きのテーパ、またはそれらの任意の組み合わせでもよい。
【００４９】
　この実施形態では、短縮された受け部２４６の後面２５４は、ベースブロックボア２５
０の径方向の最も外側の部分に、半円筒形の傾斜したスロット２６０を含む。傾斜したス
ロット２６０によって、ドリフトピンまたは工具（図示せず）でビット（図示せず）を外
に出す作業をするための空間が追加される。ベースブロック２０２の部分２６２は、ボア
２５０の円弧状部分２６４の延長部を含み、この延長部は短縮された受け部２４６の後面
２５４からベースブロック２０２の後部２５６に隣接する位置まで延びる。この例示的な
実施形態では、テーパをつけたボア２５０の円弧状部分２６４は、ボア２５０の半径から
減少した半径を有する。ベースブロック２０２のボア２５０は、ビットホルダー２００の
シャンク２０６を受けるようになっており、ビットホルダー２００のボア２４２はビット
（図示せず）のシャンクを受けるようになっている。代替として、ベースブロック２０２
のボア２５０は、図２３～２５に示すように、ビットホルダー１００の第５の実施形態の
シャンク１０６を受けるようになっている。
【００５０】
　＜ビットホルダーの第７の例示の実施形態＞
　図２６～図２９を参照すると、ビットホルダー３００の第７の実施形態が示されている
。ビットホルダー３００は、ノーズ部分すなわちビットホルダー本体３０２と、ノーズ部
分３０２の底部から軸方向に垂下する概ね円筒形の中空シャンク３０４とを含む。第７の
実施形態のビットホルダー３００のシャンク３０４は、標準的なビットホルダーの、一般
に標準的な長さ約２　３／４インチのシャンクよりも短く、この例示的な実装形態では、
ビットホルダー３００のシャンク３０４の長さはおよそ公称１　３／４インチである。こ
の設計は、さまざまな長さのシャンクでも首尾よく実施可能である。ノーズ部分３０２は
、第７の例示の実施形態のこの例示的な実装形態では、ほぼ環状の形状であり、例えば平
らな環状上面などの、上面３０８から軸方向に延びる円錐台形部分３０６と、円錐台形部
分３０６から軸方向に延びるほぼ円筒形のタイヤ部分３１０とを含む。面取り部３１２が
タイヤ部分３１０の底部から背面フランジ３１４まで延びており、後部フランジ３１４は
ほぼ環状であり得る。
【００５１】
　シャンク３０４は、シャンク３０４の、例えば略環状の遠位端などの遠位端３１８から
軸方向に上方向すなわち前方向に、シャンク３０４の上端すなわち前端付近の上部終端部
３２０まで延びる細長い第１のスロット３１６を含む。別の実施形態では、シャンク３０
４はまた、第１のスロット３１６から環状シャンク３０４周りに約１８０度に位置する、
内向きに配向された第２のスロット（図示せず）を含むことができる。この第２のスロッ
トは、第１のスロット３１６と平行でありえ、シャンク３０４の遠位端３１８に内方向に
隣接する後部終端部（図示せず）と、第１のスロット３１６の上部終端部３２０と長手方
向および軸方向にほぼ一致する前部終端部（図示せず）を有する内部スロットである。
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【００５２】
　この例示された実施形態では、シャンク３０４はまた、シャンク３０４の遠位端３１８
に隣接する、図２６の内角Ａで示されるような、下部すなわち第１の外向きテーパ部分３
２２を含む。下部外向きテーパ部分３２２は、シャンク３０４の遠位端３１８に隣接する
位置から上方向または軸方向に延び、長手方向にほぼ中間でスロット３１６を仕切る（ｔ
ｅｒｍｉｎａｔｅ）。シャンク３０４はまた、下部外向きテーパ部分３２２を上部すなわ
ち第２の部分３２６から分離する環状の肩部３２４を含む。第２の部分は、肩部３２４か
ら、シャンク３０４の頂部にほぼ隣接する位置まで延びる。環状の肩部３２４は、第１の
外向きテーパ部分３２２と第２の部分３２６との間に配置されている。環状の肩部３２４
の直径は、環状の肩部３２４が第２部３２６から第１の外向きテーパ部分３２２へと軸方
向に延びるにつれて小さくなる、すなわち段階的に小さくなる。シャンク３０４の第２の
部分３２６は、環状の肩部３２４に隣接する位置から、ビットホルダー３００のノーズ部
分３０２のベースすなわち底部を示す背面フランジ３１４に向かって延びる。シャンク３
０４の頂部は、シャンク３０４の第２の部分３２６とビットホルダー３００のノーズ部分
３０２の背面フランジ３１４との間に丸みを帯びた接合部３２８を含むことができ、この
接合部３２８は、応力亀裂が始まる領域になりうる鋭い角を避けるために設けられる。他
の実施形態では、シャンク３０４は異なる構成を含むことができ、例えば、シャンク３０
４の下部３２２および／または上部３２６は、略円筒形、外向きのテーパ、内向きのテー
パ、わずかな延伸角度（ｄｒａｗ　ａｎｇｌｅ）またはわずかな抜き勾配(ｄｒａｆｔ　
ａｎｇｌｅ)を含むことができる。
【００５３】
　中央ボア３３０は、ビットホルダー３００の上面３０８からシャンク３０４の遠位端３
１８まで軸方向に延び、ビットホルダー３００の上面３０８に隣接する皿穴３３２を含む
。この例示された実施形態では、中央ボア３３０は、第２の部分３２６のほぼ中間からシ
ャンク３０４の遠位端３１８まで延びるにつれて外向きにテーパをつけられている。この
例示的な実施形態では、ボア３３０のテーパは、中央ボア３３０の中心線３３４から角度
Ｂに設定されている。外向きテーパ部分３２２の内角Ａは、中央ボア３３０の中心線３３
４よりも大きい鋭角である。この例示的な実施形態では、内角Ａおよび角度Ｂはほぼ同じ
値であり得る。中央ボア３３０は、ビットのシャンク（図示せず）を受けるようになって
いる。シャンクがベースブロック２０２のボア２５０（図２０および図２１）に装着され
ると、中央ボア２４２およびスロット２２２によって、シャンク２０６のほぼＣ字形の環
状側壁が径方向に収縮し、シャンク２０６の遠位端３１８でほぼ（ｎｅａｒｌｙ）および
／または概して（ｇｅｎｅｒａｌｌｙ）円筒形になる。ビットホルダー３００のシャンク
３０４が挿入され、使用中には径方向外向きの力によって保持される。この設計の概念か
ら逸脱することなく他のベースブロックの構成を使用することができる。
【００５４】
　＜ビットホルダーの第８の例示の実施形態＞
　図３０～図３３を参照すると、ビットホルダー４００の第８の実施形態が示されている
。ビットホルダー４００は、ノーズ部分すなわちビットホルダー本体４０２と、ノーズ部
分４０２の底部から軸方向に垂下する概ね円筒形の中空シャンク４０４とを含む。第８の
実施形態のビットホルダー４００のシャンク４０４は、標準的なビットホルダーの、一般
に標準的な長さ約２　３／４インチのシャンクよりも短く、この例示的な実施形態では、
ビットホルダー４００のシャンク４０４の長さは、およそ公称１　３／４インチである。
この設計は、さまざまな長さのシャンクでも首尾よく実施可能である。ノーズ部分４０２
は、第８の例示の実施形態のこの例示的な実装形態では、ほぼ環状の形状であり、例えば
平らな環状上面などの上面４０８から軸方向に延びる円錐台形部分４０６と、円錐台形部
分４０６から軸方向に延びるほぼ円筒形のタイヤ部分４１０とを含む。面取り部４１２は
、タイヤ部分４１０の底部から背面フランジ４１４まで延びており、後部フランジ４１４
はほぼ環状であり得る。
【００５５】
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　シャンク４０４は、シャンク４０４の、例えばほぼ環状の遠位端などの遠位端４１８か
ら、軸方向に上方向すなわち前方向に、シャンク４０４の上端すなわち前端付近の上部終
端部４２０まで延びる、細長い第１のスロット４１６を含む。別の実施形態では、シャン
ク４０４はまた、第１のスロット４１６から環状シャンク４０４周りに約１８０度に位置
する内向きに配向された第２のスロット（図示せず）を含むことができる。この第２のス
ロットは、第１のスロット４１６と平行でありえ、シャンク４０４の遠位端４１８に内方
向に隣接する後部終端部（図示せず）と、第１のスロット４１６の上部終端部４２０と長
手方向および軸方向にほぼ一致する前部終端部（図示せず）を有する内部スロットである
。
【００５６】
　この例示の実施形態では、シャンク４０４はまた、シャンク４０４の遠位端４１８に隣
接する段付き肩部４２４から軸方向に延びる、下部すなわち第１のテーパ部分４２２を含
む。段付き肩部４２４は、シャンク４０４の遠位端４１８に隣接するシャンク４０４の遠
位端部４２４から下部テーパ部分４２２へと軸方向に延びるにつれて大きくなる、すなわ
ち段階的に大きくなる。下部テーパ部分４２２は、シャンク４０４の段付き肩部４２４か
ら上方向または軸方向に延び、長手方向にほぼ中間でスロット４１６を仕切る（ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｅ）。シャンク４０４はまた、下部テーパ部分４２２を、上部すなわち第２のテ
ーパ部分４３０から分離する環状の肩部４２８を含む。環状の肩部４２８は、第１テーパ
部分４２２と第２テーパ部分４３０との間に配置されている。環状の肩部４２８の直径は
、環状の肩部４２８が第１のテーパ部分４２２から第２のテーパ部分４２８へと軸方向に
延びるにつれて小さくなる、すなわち段階的に小さくなる。シャンク４０４の第２のテー
パ部分４３０は、環状肩部４２８に隣接する位置から、ビットホルダー４００のノーズ部
分４０２のベースすなわち底部を示す背面フランジ４１４に向かって延びる。シャンク４
０４の頂部は、シャンク４０４の第２のテーパ部分４３０とビットホルダー４００のノー
ズ部分４０２の背面フランジ４１４との間に、丸みを帯びた接合部４３２を含むことがで
き、接合部４３２は応力亀裂が始まる領域になりうる鋭い角を避けるために設けられる。
他の実施形態では、シャンク４０４は異なる構成を含むことができ、例えば、シャンク４
０４の下部４２２および／または上部４３０は、略円筒形、外向きのテーパ、内向きのテ
ーパ、わずかな延伸角度（ｄｒａｗ　ａｎｇｌｅ）またはわずかな抜き勾配(ｄｒａｆｔ
　ａｎｇｌｅ)を含むことができる。
【００５７】
　中央ボア４３４は、ビットホルダー４００の上面４０８からシャンク４０４の遠位端４
１８まで軸方向に延び、ビットホルダー４００の上面４０８に隣接する皿穴４３６を含む
。この図示の実施形態では、中央ボア４３４は、図２６に示すテーパと同様に、第２の部
分４２８のほぼ中間から、シャンク４０４の遠位端４１８まで延びるにつれて外向きにテ
ーパをつけられている。中央ボア４３４は、ビットのシャンク（図示せず）を受けるよう
になっている。シャンクがベースブロックのボアに装着されると、中央ボア４３４および
スロット４１６によって、シャンク４０４のほぼＣ字形の環状側壁が径方向に収縮し、シ
ャンク４０４の遠位端４１８でほぼ(ｎｅａｒｌｙ)および／または概して（ｇｅｎｅｒａ
ｌｌｙ）円筒形になり、使用中には径方向外向きの力によって保持される。この設計の概
念から逸脱することなく他のベースブロックの構成を使用することができる。
【００５８】
　＜ビットホルダーの第９の例示の実施形態＞
　図３４～図３７を参照すると、ビットホルダー５００の第９の実施形態が示されている
。ビットホルダー５００は、ノーズ部分すなわちビットホルダー本体５０２と、ノーズ部
分５０２の底部から軸方向に垂下する概ね円筒形の中空シャンク５０４とを含む。第９の
実施形態のビットホルダー５００のシャンク５０４は、標準的なビットホルダーの、一般
に標準的な長さ約２　３／４インチのシャンクよりも短く、この例示的な実装形態では、
ビットホルダー５００のシャンク５０４の長さは、およそ公称１　３／４インチである。
このデザインは、さまざまな長さのシャンクでも首尾よく実施可能である。ノーズ部分５
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０２は、図示の第９の実施形態のこの例示的な実装形態では、ほぼ環状の形状であり、例
えば平らな環状の上面などの、上面５０８から軸方向に延びる円錐台形部分５０６と、円
錐台形部分５０６から軸方向に延びるほぼ円筒形のタイヤ部分５１０とを含む。面取り部
５１２が、タイヤ部分５１０の底部から背面フランジ５１４まで延びており、いる。後部
フランジ５１４は、ほぼ環状であり得る。
【００５９】
　シャンク５０４は、シャンク５０４の、例えばほぼ環状の遠位端などの遠位端５１８か
ら軸方向上方向すなわち前方向に、シャンク５０４の上端すなわち前端付近の上部終端部
５２０まで延びる細長い第１のスロット５１６を含む。別の実施形態では、シャンク５０
２はまた、第１のスロット５１６から環状のシャンク５０４周りに約１８０度に位置する
、内向きに配向された第２のスロット（図示せず）を含むことができる。この第２のスロ
ットは、第１のスロット５１６と平行でありえ、シャンク５０４の遠位端５１８に内方向
に隣接する後部終端部（図示せず）と第１のスロット５１６の上部終端部５２に長手方向
および軸方向にほぼ一致する前部終端部（図示せず）とを有する内部スロットである。
【００６０】
　この図示の実施形態では、シャンク５０４はまた、シャンク５０４の遠位端５１８に隣
接する段付き肩部５２４から軸方向に延びる、下部すなわち第１の外向きテーパ部分５２
２を含む。段付き肩部５２４は、シャンク５０４の遠位端５１８に隣接するシャンク５０
４の遠位端部５２６から下部外向きテーパ部分５２２へと軸方向に延びるにつれて、大き
くなる、すなわち段階的に大きくなる。下部外向きテーパ部分５２２は、シャンク５０４
の段付き肩部５２４から上方向または軸方向に延び、長手方向にほぼ中間でスロット５１
６を仕切る（ｔｅｒｍｉｎａｔｅ）。シャンク５０４はまた、下部外向きテーパ部分５２
２を、上部すなわち第２のテーパ部分５３０から分離する環状の肩部５２８を含む。第２
のテーパ部分５３０は、肩部５２８からシャンク５０４の頂部にほぼ隣接する位置まで延
びる。環状の肩部５２８は、第１の外向きテーパ部分５２２と第２のテーパ部分５３０と
の間に配置されている。環状の肩部５２８の直径は、環状の肩部５２８が第１の外側テー
パ部分５２２から第２のテーパ部分５３０へと軸方向に延びるにつれて、小さくなる、す
なわち段階的に小さくなる。シャンク５０４のほぼ円筒形の頂部５３２は、第２のテーパ
部分５３０に隣接する位置から、ビットホルダー５００のノーズ部分５０２のベースすな
わち底部を示す背面フランジ５１４に向かって延びる。シャンク５０４の頂部は、シャン
ク５０４の頂部５３２とビットホルダー５００のノーズ部分５０２の背面フランジ５１４
との間に、丸みを帯びた接合部５３４（図３４、３６、および３７）を含むことができる
。この接合部５３４は、応力亀裂が始まる領域になりうる鋭い角を避けるために設けられ
る。他の実施形態では、シャンク５０４は異なる構成を含むことができ、例えば、シャン
ク５０４の下部５２２および／または上部５３０は、略円筒形、外向きのテーパ、内向き
のテーパ、わずかな延伸角度（ｄｒａｗ　ａｎｇｌｅ）またはわずかな抜き勾配(ｄｒａ
ｆｔ　ａｎｇｌｅ)を含むことができる。
【００６１】
　中央ボア５３６は、ビットホルダー５００の上面５０８からシャンク５０４の遠位端５
１４まで軸方向に延び、ビットホルダー５００の上面５０８に隣接する皿穴５３８を含む
。この図示の実施形態では、中央ボア５３６は、図２６に示すテーパと同様に、ほぼ第２
の部分５３０の中間からシャンク５０４の遠位端５１８へと延びるにつれて外向きにテー
パをつけられている。中央ボア５３６は、ビットのシャンク（図示せず）を受けるように
なっている。シャンクがベースブロックのボア内に取り付けられると、中央ボア５３６お
よびスロット５１６によって、シャンク５０４のほぼＣ字形の環状側壁が径方向に収縮し
、シャンク５０４およびボア５３６がほぼ(ｎｅａｒｌｙ)および／または概ね(ｇｅｎｅ
ｒａｌｌｙ)円筒形になり、使用中は径方向外側の力で保持される。この設計の概念から
逸脱することなく他のベースブロックの構成を使用することができる。
【００６２】
　＜ビットホルダーの第７の例示の実施形態およびベースブロックの第４の例示の実施形
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態＞
　図３８～図４１を参照すると、上述のようなビットホルダー３００の第７の実施形態、
およびベースブロック６００の第４の実施形態が示されている。ベースブロック６００の
第４の実施形態は、ベース６０４を含むベース取付部６０２と、ほぼ環状および／または
円筒状のビットホルダー受け部６０６とを含む。ベース６４は、円筒形ドラム（図示せず
）に嵌合するように、あるいはドラムに取り付けられたスタンドまたはライザーに取り付
けられるように、図示のように平らであるか、またはわずかに凹状である。ビットホルダ
ー受け部６０６は、ベースブロック６００をドラム上に保持するベース取付部６０２に隣
接する。受け部６０６は、受け部６０６の前面６１０からベースブロック６００のベース
取付部６０２のベース６０４に隣接する凹部６１２まで軸方向に延びる、中央ボア６０８
を含む。ボア６０８は前面６１０に隣接する皿穴６１４を含む。ベースブロック６００の
ボア６０８は、図３９に示すように、ビットホルダー３００のシャンク３０４を受けるよ
うになっており、ボア６０８にビットホルダー３００のシャンク３０４が挿入され、使用
中は径方向外向きの力によって保持されている。そして、ビットホルダー３００のボア３
３０は、ビット６１８のシャンク６１６を受けるようになっている。この設計の概念から
逸脱することなく他のベースブロックの構成を使用することができる。
【００６３】
　使用時には、図４０及び４１に示すように、シャンクがベースブロック６００のボア６
０８のようなベースブロックのボアに装着されると、中央ボア３３０およびスロット３１
６により、シャンク３０４のほぼＣ字形の環状側壁が径方向収縮する。図４０に示すよう
に、スロット付きシャンク３０４がその形状を変えられることにより、シャンク３０４と
ベースブロック６００のボア６０８との間の表面の嵌合または接触が、より完全になる。
結果として、ビットホルダー３００はベースブロック６００のボア６０８内にぴったりと
取り付けられた状態を維持し、ビットアセンブリ６２０（図３９）の使用寿命を延ばす。
図４１を参照すると、ビットホルダー３００がベースブロック６００のボア６０８に挿入
された後、中央ボア３３０は遠位端３１８に向かって外向きのテーパが小さくなり（図４
１のＪ、Ｋ、およびＬで示される）、概して円筒形および／または環状の形状になる。
【００６４】
　本出願で使用されるように、用語「または／すなわち（ｏｒ）」は、排他的な「または
／すなわち」ではなく包括的な「または／すなわち」を意味することを意図している。す
なわち、他に特定されない限り、または文脈から明らかでない限り、「ＸはＡまたは／す
なわちＢを含む」は任意の自然な包含的順列を意味することを意図している。つまり、Ｘ
がＡを含む、ＸがＢを含む、またはＸがＡおよびＢの両方を含む場合、「ＸはＡまたはＢ
を含む」が前述のいずれの場合にも満たされる。さらに、「Ｘは、ＡおよびＢの少なくと
も一方を含む」は、任意の自然な包含的順列を意味することを意図している。つまり、Ｘ
がＡを含む、ＸがＢを含む、またはＸがＡおよびＢの両方を含む場合、「ＸはＡおよびＢ
の少なくとも一方を含む」は、前述の例のいずれの場合にも満たされる。本出願および添
付の特許請求の範囲で使用される冠詞「ａ」および「ａｎ」は、他に特定されない限り、
または文脈から単数形を対象とすることが明らかでない限り、一般に「１つ以上」を意味
すると解釈されるべきである。さらに、全体にわたる用語「一実装形態」または「一実装
形態」の使用は、そのように説明されていない限り、同じ実施形態、態様または実装形態
を意味することを意図していない。
【００６５】
　本開示を特定の実施形態および測定に関連して説明したが、本開示は開示された実施形
態および測定に限定されるものではなく、反対に、様々な修正および等価な構成を網羅す
ることを意図するものである。その範囲は、法律の下で認められているような全てのその
ような修正および等価な構造を包含するように最も広い解釈を与えられるべきである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６６】
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